
日田市介護保険条例施行規則の一部改正について（趣旨） 

 

 

 

１．目的・理由 

介護保険法第 63 条の規定により介護給付等が行われない者（以下「被収容者」という。）

に対する介護保険料について、減免規定を追加するに当たり、所要の措置を講ずること。 

（参考）介護保険法第 63 条（保険給付の制限）…刑事施設、労役場その他これらに準ず

る施設に拘禁された者については、その期間に係る介護給付等は、行わない。 

 

２．主な内容【第３条第２項関係】 

保険料の減免に係る規定に、被収容者の介護保険料を免除する旨の規定を追加すること。 

  

３．施行の時期等 

⑴ 施 行 日 公布の日（附則第１項関係） 

 ⑵ 適用区分 この規則の施行日以後に納期限の到来する保険料について適用すること 

（附則第２項関係） 

 

４．意見公募をしなかった旨及びその理由 

  日田市行政手続条例第 37 条第４項第１号に規定する公益上、緊急に規則を定める必要が

あるため、意見公募手続を実施することが困難であり、同条例に定める意見公募手続を実施

しませんでした。 

 

 


